
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附

帯
決
議

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
一
日

参

議

院

国

土

交

通

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ

る
。

一
、
道
路
特
定
財
源
の
一
般
財
源
化
に
当
た
っ
て
は
、
真
に
必
要
な
道
路
整
備
は
引
き
続
き
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
費
用
便
益

分
析
に
よ
る
評
価
結
果
の
適
切
な
活
用
等
に
よ
り
道
路
整
備
事
業
の
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
執
行
に
努
め
る
こ
と
。
そ
の
際
、

地
方
に
お
け
る
道
路
整
備
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
活
性
化
や
安
全
・
安
心
の
確
保
な
ど
地
域
に
も
た
ら
さ
れ
る
効
果
に
つ
い

て
も
十
分
に
考
慮
す
る
こ
と
。

ま
た
、
地
域
住
民
等
に
対
し
て
十
分
な
情
報
公
開
・
開
示
を
行
う
な
ど
事
業
の
透
明
性
を
一
層
確
保
す
る
こ
と
。

二
、
道
路
特
定
財
源
の
一
般
財
源
化
後
の
暫
定
税
率
を
始
め
と
す
る
自
動
車
関
係
諸
税
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
納
税
者
の
理

解
が
得
ら
れ
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
。



三
、
道
路
関
係
業
務
の
執
行
に
関
し
不
適
切
な
支
出
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
等
に
か
ん
が
み
、
引
き
続
き
、
徹
底
し
た
コ
ス
ト

縮
減
や
道
路
関
係
公
益
法
人
へ
の
支
出
の
見
直
し
等
に
努
め
る
と
と
も
に
、
社
会
資
本
整
備
事
業
特
別
会
計
の
道
路
整
備
勘

定
が
不
適
切
な
支
出
と
な
ら
な
い
よ
う
、
そ
の
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

四
、
道
路
整
備
に
お
け
る
国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
役
割
分
担
の
在
り
方
の
議
論
や
地
方
公
共
団
体
の
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏

ま
え
、
国
直
轄
事
業
負
担
金
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
所

要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


